（１）　寄附行為認可申請書
	年　　月　　日
東京都知事　　　　　　　　　殿
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校法人事務所予定所在地 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校法人　○　○　○　○
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立代表者　　　　　　印
学校法人○○○○寄附行為認可申請書
学校法人○○○○を設立したいので、私立学校法第24条による認可を同法施行規則第３条の関係書類を添えて申請します。




　（添付書類）　40ページ参照
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　【申請の根拠】　私立学校法第24条、私立学校法施行規則第３条
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　【提出部数】　Ａ４版３部（申請書用・認可書用・認証書用）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　※　申請書類は、各書類にインデックス（項目名記載）をつけ、Ａ４縦型ファイルに２つ穴で左綴じにすること。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　【留意事項】　① 「学校法人○○○○」は、設立しようとする学校法人名とすること。
② 「設立代表者」の印は、本人の署名をもって代えることができる。
③　学校法人設立の登記完了後に設立登記届（67ページ）を提出すること。
学校法人設立（寄附行為認可）の事務の流れ

	
	申　請　者
	東　京　都
	私立学校審議会
（設置者変更認可と合同）

	認可申請
	①事前相談

③認可申請書作成
④申　　請



⑮認可書受領
	②事前打合せ
⑤申請受理

⑥書類審査
⑦現地調査
（設置者変更認可と合同）
⑧諮問決定
⑨諮　　問


⑭認可決定

認可書交付


	⑩部会調査
⑪部会審議決定
⑫本審議会決定
⑬答　　申

	認可後の手続き
	⑯法人設立登記

⑰設立登記届作成

	届出受理
	


（注）１　別途、幼稚園の設置者変更認可申請が必要である。　　
２　「⑦現地調査」と私立学校審議会に係る手続については、設置者変更認可と合同で行う。
私立学校審議会の部会調査については、416ページ参照。
〔寄附行為認可前に処理すべき事項〕
①　第１回理事会の開催に向け、理事予定者への連絡（開催日は、認可予定日の当日）

　②　理事長の印章の作成

　③　学校法人登記の準備

　　　　認可予定日に登記するため司法書士等と必要なことの打ち合わせ

　④　土地借用のための契約締結の準備

      　契約書の作成と契約相手方との打ち合わせ

　⑤　公正証書の作成の準備

　⑥　現金預金の寄附の準備

　　　　金融機関と学校法人名義の口座の開設の打ち合わせ

  　　　寄附現金の確認

　⑦　学校法人の諸規程の準備（定めるべき事項の整理）
　　　　学校法人が定めるべき規定については201ページ参照
　⑧　第１回理事会の審議事項の確認

　　　　・理事長の選任

　　　　・代表業務執行理事等の選任
　　　　・寄附の受領

  　　　・負債の引き受け

　　　　・土地等の賃貸借契約等の意思決定

    　　・評議員の選任（理事会で評議員を選任する場合）
　　　　・諸規程の決定

　⑨  寄附物品の整理（学校法人の備品台帳の調製）

    　　財産目録、寄附申込書記載の物品の現物確認

    　　車両の名義変更等、個人から学校法人への名義を変更するものの確認と連絡

　　　　例　１　名義変更　･･････  車両等

　　　　　　２　契約変更（又は契約解除と新規契約）

　　　　　　　　　　　　　･･････  電気、ガス、水道、リース物件、

　　　　　　　　　　　　　　　　　○○教室等施設設備を使用させている契約
〔寄附行為認可書受領後速やかに処理すべき事項〕
１　寄附行為認可書受領当日に処理すべき事項

　①　東京都で認可書の受領

　　原則として設立代表者が来庁し、認可書及び認証書の交付を受ける。

　②　幼稚園所轄の区市で設置者変更に係る認可書交付（学校法人化の場合）

  ③　学校法人設立の登記申請

　　　　必ず認可日に登記をすること。登記しなければ学校法人は成立しない（私立学校法第26条）ため、学校法人としての活動を行うことができない。

        ・登記事項（組合等登記令第２条）

④　第１回理事会の開催

　　　　議案

　　　　　第１号　理事長の選任

　　　　　第２号　代表業務執行理事等の選任　

　　　　　第３号　寄附の受領　

　　　　　第４号　負債の引き受け

　　　    第５号　土地等の賃貸借契約等の意思決定

　　　  　第６号　評議員の選任

　　　　　第７号　諸規程の決定
２　学校法人設立登記終了後に処理すべき事項

　①　学校法人の預金口座開設　寄附金額の振込、残高証明の申請

②　寄附財産の受領

③　土地・建物の所有権移転登記

登録免許税の非課税取扱いのための証明

4 機器備品等の占有移転（寄附者→学校法人）

　　　　備品台帳の調製と現物確認

　⑤　借用物件の契約締結

　⑥　理事長印鑑登録（登記所）

　　　　学校法人○○○○　理事長印として登録

　⑦　東京都へ設立登記届（諸手続終了後、速やかに届け出ること。）
